
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 「伝説の学年へ」という壮大な目標を掲げて準備を始めた林間学園。 

「伝説の学年へ」には、この学年が一番だったと先生たちに思ってもらえるような学年に近づく、自

分たち自身でもこの学年が一番だと誇れるような学年を目指していく、という２学年生徒の思いが

込められています。初めての宿泊学習にかける思いは、生徒も教職員もとても熱いものでした。 

 

 

 

 

 

メインの２日目にはグループで各家庭に滞在する農業体験と多くの時間をかけて準備したキャン

プファイヤーがありました。農業体験では、どのご家庭でも子どもたちの素敵な笑顔と出会いまし

た。ご家族に温かく迎えられ、土に触れ、身体を動かし、食事を共にする。学校とも家とも違う場所

でたくさんのことを感じたことと思います。キャンプファイヤーでは、皆で大笑いしながらダンス

を踊ったり、クラスの決意を呼びかけで真剣に伝えたりしました。夜空に咲く打ち上げ花火は、大き

なサプライズ。学校だけでなく、関わってくださった方々皆の力ですばらしい夜となりました。 

今回の林間学園では、実行委員や委員長、部屋長といった各場面でのリーダーが自分たちで計画

を立て、準備をし、運営し、その中で成果や課題を見つけ、クラスや学級の向上につなげるという生

徒自身が考えて行動する場面がたくさんありました。学校の顔として、全校の先頭に立って活躍す

る３年生。初めての中学校生活で、何事にも一生懸命取り組む１年生。学校全体を考えたとき、３年

生と１年生をつなぐ２年生の存在はとても大きいものがあります。林間という「行事」を「日常」に

つなげるべく動き出した２年生の今後に期待します。保護者の皆様、早朝からの準備等ご協力あり

がとうございました。６月は３年生の修学旅行です。どんな成長がみられるかとても楽しみです。 

 

 

 

 

令和５年６月２日（金）発行 

流山市おおたかの森西２－１３－１ ☎０４（７１５９）７００２ 生徒数５２０名 

伝説の学年へ～１９４人で繋ぐ絆の輪～ 

2年生 林間学園 

知る、学ぶ、成長する 

 

校長 塩野 述子  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１６日（火）に令和５年度の生徒総会が開催されました。第２体育館に全校生徒が集まり、予           

算や活動計画の議事および思いやりの輪を広げるための具体的な取り組みについて、全校で意見を

出し合い決めました。挙手が止まらないほどたくさんの意見が出され、とても活発な意見交換でし

た。今後の学校生活で一人ひとりが意識し、実践することで、思いやりに溢れた学校になることを願

っています。 

 

 

この度、日本美的集団株式会社様より「お掃除ロボット」が流山市内の小・中学校に寄贈されまし

た。本校にも１台が届きまして、カーペット敷きの学校図書館で活用させていただきます。 

 

 

  

千葉県警察本部によりますと、千葉県内における令和４年の自転車事故の死傷者数は、小学生が

１８２人、中学生１８９人、高校生４１７人となっており、乗車用ヘルメットを着用していれば、頭

部損傷で死に至らなかった事例も見受けられたとのことです。これにより道路交通法が一部改正さ

れ、ヘルメット着用が努力義務となりましたが、着用率についてはいまだ低い状況にあるとのこと

です。子どもたちの大切な命を守るため、ヘルメット着用および以下の点について御確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・流山市内の小中学校全てに空調を設置する工事が行われています。本校におきましても、第１体育             

館に１２台、第２体育館に１６台が取り付けられました。現在は、室内から外部への配管工事が行   

われています。工事は６月末に完了予定となっています。 

・６月５日（月）は、教材費等の口座振替日です。前日までに口座残高のご確認をお願いします。 

○卓球部 ＜春季県大会 ｉｎ成田＞ 【女子団体】 第７位 

○吹奏楽部 ５月２７日（土）おおたかの森駅前広場でのイベントに出演 ↓↓↓↓↓ 

○他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ＜道路交通法第70条＞ 

○夜間はライトをつけなければならない。 ＜道路交通法第52条第1項 他＞ 

○二人乗り等の禁止  ＜道路交通法第55条第1項 他＞ 

○「並進可」の道路標識がある所以外では、並んで走ってはならない。 ＜道路交通法第19条＞ 

○ブレーキ不良自転車の運転禁止  ＜道路交通法第63条の9第1項＞ 

 


